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３ 平成２１年度 「学校マネジメント支援に関する調査研究事業」より 

（１）平成２１年度の研究 

   平成２１年度には、前年度の研究を受け、さらに「学校に寄せられる要求・要望への

効果的な対応の在り方」について研究を進めました。 

 

（２）平成２１年度 事例収集 

   またこの年の１２月には、本市だけでは事例 

  が少ないため、県内の６９市町村に依頼し、 

  １０８２校から「保護者等への対応で学校だ 

  けでは対応が困難であった事例」を収集しまし 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内全市町村対象調査(H21.12)
「保護者等への対応で学校だけでは解決が困難で

あった事例に関する調査」

◎ 調査結果（全６９市町村対象）１０８２校＜さいたま市を除く＞

１ 学校での対応が困難で市町村

教育委員会での相談、対応が

必要であった事例の件数

２ １のうち現在も解決していない

事例の数

＊全体の６割強の事例は、市町村教育委員会で

対応し、解決に向かう

小学校 46 件

中学校 34 件

小学校 16 件

中学校 14 件

研究の組織・概要

調査研究協力者会議

コーディネーターチーム アドバイザーチーム

→連絡・調整→
←指導・助言←

○県教委小中学校人事課

○市教委学校教育課
担当指導主事

○市立教育センター
所長・所員

○弁護士

○百貨店人事担当部長

○警察署生活安全課長

○臨床心理士

○市内小・中学校長会 ○市内ＰＴＡ連合会

←

協
力→
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「保護者等への対応で学校だけでは対応が困難であった事例」の内訳 

 

 

 
 
 
 
 

（３）平成２１年度 北本市での対応事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ、不登校に関して 12 件

教職員の言動・対応に関して 31 件

学校での怪我、負傷、事故に関して 5 件

生徒指導の対応に関して（子ども同士のトラブル） 15 件

他の保護者（保護者同士のトラブル） 3 件

その他（支払い・金銭に関わるもの、教育観など） 14 件


